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【災害救助法（抜粋）】 

（救助の対象） 

第２条 この法律による救助（以下「救助」という。）は、都道府県知事が、政令で定める

程度の災害が発生した市（特別区を含む。以下同じ。）町村（以下「災害発生市町村」とい

う。）の区域（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市

にあっては、当該市の区域又は当該市の区若しくは総合区の区域とする。次条第１項におい

て同じ。）内において当該災害により被害を受け、現に救助を必要とする者に対して、これ

を行う。 

 

【災害救助法施行令（抜粋）】 

（災害の程度） 

第１条 災害救助法（昭和２２年法律第１１８号。以下「法」という。）第２条に規定する

政令で定める程度の災害は、次の各号のいずれかに該当する災害とする。 

(1) 当該市町村（特別区を含む。以下同じ。）の区域（地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２５２条の１９第１項の指定都市にあっては、当該市の区域又は当該市の区若しくは

総合区の区域とする。以下同じ。）内の人口に応じそれぞれ別表第１に定める数以上の世帯

の住家が滅失したこと。 

(2) 当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内において、当該都道府県の区域内の人

口に応じそれぞれ別表第２に定める数以上の世帯の住家が滅失した場合であって、当該市

町村の区域内の人口に応じそれぞれ別表第３に定める数以上の世帯の住家が滅失したこと。 

(3) 当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内において、当該都道府県の区域内の人

口に応じそれぞれ別表第４に定める数以上の世帯の住家が滅失したこと又は当該災害が隔

絶した地域に発生したものである等被災者の救護を著しく困難とする内閣府令で定める特

別の事情がある場合であって、多数の世帯の住家が滅失したこと。 

(4) 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、内閣

府令で定める基準に該当すること。 

２ 前項第１号から第３号までに規定する住家が滅失した世帯の数の算定に当たっては、

住家が半壊し又は半焼する等著しく損傷した世帯は二世帯をもって、住家が床上浸水、土砂

の堆積等により一時的に居住することができない状態となった世帯は三世帯をもって、そ

れぞれ住家が滅失した一の世帯とみなす。 
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別表第１（第１条関係） 

市町村の区域内の人口 住家が滅失した世帯の数 

  ５，０００人未満 ３０ 

  ５，０００人以上  １５，０００人未満 ４０ 

 １５，０００人以上  ３０，０００人未満 ５０ 

 ３０，０００人以上  ５０，０００人未満 ６０ 

 ５０，０００人以上 １００，０００人未満 ８０ 

１００，０００人以上 ３００，０００人未満 １００ 

３００，０００人以上 １５０ 

 

別表第２（第１条関係） 

都道府県の区域内の人口 住家が滅失した世帯の数 

１，０００，０００人未満 １，０００ 

１，０００，０００人以上 

２，０００，０００人未満 

１，５００ 

２，０００，０００人以上 

３，０００，０００人未満 

２，０００ 

３，０００，０００人以上 ２，５００ 

 

別表第３（第１条関係） 

市町村の区域内の人口 住家が滅失した世帯の数 

  ５，０００人未満 １５ 

  ５，０００人以上  １５，０００人未満 ２０ 

 １５，０００人以上  ３０，０００人未満 ２５ 

 ３０，０００人以上  ５０，０００人未満 ３０ 

 ５０，０００人以上 １００，０００人未満 ４０ 

１００，０００人以上 ３００，０００人未満 ５０ 

３００，０００人以上 ７５ 
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別表第４（第１条関係） 

都道府県の区域内の人口 住家が滅失した世帯の数 

１，０００，０００人未満 ５，０００ 

１，０００，０００人以上 

２，０００，０００人未満 

７，０００ 

２，０００，０００人以上 

３，０００，０００人未満 

９，０００ 

３，０００，０００人以上 １２，０００ 

 

 


